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第一部 現況把握と当面の対応について

１．このセミナーで使う「ヒトモノ」という言葉について

ヒトモノというのは、人間の体から切り離された臓器・組織そして細胞をひとまとめにしたものを意味

する言葉です。わが国医事法学の先達である唄孝一先生が発案されました。教科書には出てこない

用語かと思いますが、研究者の間ではしばしば便利に使われています。

人体から臓器、組織そして細胞を取り出すことは移植医療のためであったり、病理検査のための検

体であったりするところから始まったこと、ご承知の通りと思います。これらは「物」ではありますが、研

究が進むにつれてそれがさまざまに人間性を担った存在であることが次々とわかってきて、いまや

「者」といってもいいかもしれない存在になりつつあります。

そこで、我々の祖先が「物」も「者」も「モノ」と言い慣わし、現在にいたってもその感覚を引き継いでい

る感覚がこれら臓器・組織・細胞をひとまとめにした「ヒトモノ」という呼び名を生んだのではないでしょ

うか。

ちなみに英語では、 organ （臓器）・ tissue （組織）・ cell （細胞）の総称として tissue を用いるとい

うことです。ただし、髪の毛や爪のようなものについては tissueには含めないということです（ Prof.

Michael Norton私信）。英国には Human Tissue Act という法律があり、この法律名を翻訳して「人体

組織法」と言い習わしているようですが、この翻訳で用いている「組織」という言葉には臓器・細胞も含

まれるということですね。

日本語では常識的には臓器と組織とは区別しており、「臓器の移植に関する法律」には組織は対象

として含まれないようです。日本発のヒトモノという言葉に丁度対応する言葉が英語圏にもできたらす

ばらしいですね。
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２．ヒトモノ活躍の現況

・移植医療分野での活躍

わが国での移植医療技術は世界のなかでも優れたものであるようです。日本移植学会のファクトブ

ック 2018(1)に、日本で行われた心臓移植例の生存率が示されています。ここで 15年生存率が約

85％であるのに対し、世界心肺移植学会での集計では約 40％です。日本の移植治療がいかに高

い水準にあるかを示しているのではないでしょうか。

競泳界のスーパースター池江璃花子さん。その彼女が白血病となったとのニュース（ 2019年 2

月）が流れたとき、スポーツファンにはどれだけ震えが走ったことでしょう。 彼女の白血病は急性リン

パ性白血病、治療は化学療法に続いて同種(本人以外の人間の意味)幹細胞移植という移植医療で

した。

移植医療といえば、つい最近まで、免疫不適合の問題などで副作用は避けられず、完治を期待す

ることはなかなか難しい、治療法でした。医療がいかに進歩したからといって、彼女が再びオリンピック

に挑戦するといった回復を期待できるのか。 そんな疑念をものともせず治療に専心した彼女は 13

ヶ月に及ぶ闘病生活を果たして昨年 3月に水泳を再開、今年 2月東京オープン競泳会のバタフライ

種目で優勝、 4月には夏の東京オリンピックへの出場権を獲得し、オリンピックで力泳する彼女の姿

は世界を駆けめぐりました。 彼女の完全復帰は同病者や医療関係者に大きな希望と勇気を与えた

ばかりでなく、私のように多少とも古い知識を引きずっている市民、移植といっても医療技術としてはい

ろいろ難しいことがあるらしいといった疑念を払拭できない市民、の先入観を吹き飛ばしたのではない

でしょうか。

勿論、ここで忘れてはならないことは、彼女の回復の裏に、自分の命の一部である移植用の組織・

細胞を彼女に譲った陰の主役がいた、ということでしょう。 臓器・組織あるいは細胞を用いる移植治

療では、誰かが自分の一部である生きた臓器・組織あるいは細胞を譲ることなくしては成り立ちませ

ん。すべての臓器・組織・細胞の移植術は提供者の生命の一部が受取った患者の中で生き続けるも

のなのです。 一方で、このようなめざましい医療技術が確立するまでの経過で、大量の人体組織や細

胞が研究のために実験室でその役目を果たしてきたことも忘れられないことでしょう。

・ 生命医科学研究分野での活躍

ヒトの正常な体細胞（生殖細胞以外の細胞で身体を作っているあらゆる細胞）には無制限に分裂増

殖する能力はなく、何回かの分裂を達成した後には増殖する能力を失うものと長く考えられてきまし

た。 体細胞が無制限に増殖する幹細胞にまで若返らせることができることは、 2006年に山中伸弥

先生らがマウスの体細胞を用いて初めて発見し、若返らせる方法を公表しました(2)。翌年にはヒト

の体細胞も若がえさせることができることを確認しました(3)。若返った細胞は人工多能性幹細胞(iPS

細胞)と命名されました。

このようにして、幹細胞への再生能力を持たないと広く信じられていたヒトの体細胞が、実は若返っ
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て様々な組織に再分化する可能性を秘めているという、日本発の大発見が世界を驚かせ、さらなる研

究に拍車が掛かっていることも皆様ご承知のことでしょう。

現在、世界中の多数の生命医科学研究室で、移植用の臓器を必要とせず、皮膚やその他の組織か

ら採取した少数の組織培養細胞だけで移植を行う幹細胞移植医療という夢のような治療技術を目指

して、熱心な研究が行われています。

一方で、このような研究が、体細胞の若返りによってまるまる全体としての生体、つまり 1人の人

間、を生みだしてしまう危険性もないとはいえないことに注意が必要です。その可能性はネズミの

iPS細胞の場合についてすでに実証されているのです (4,5)。

・ 生産分野での活動

バイオ研究・技術開発ではわが国は西欧にくらべて遅れているといわれる方もありますが、全面的

に遅れているかといえば、そんなことはありません。正常なヒト組織培養細胞を用いてヒトのタンパク質

を工業的に製造する技術が 1985年に日本の小林茂保さんをリーダーとする東レの皆さん方によっ

て世界で初めて開発されたことも特記すべき大きな貢献です。ここで作られた蛋白質はヒト β インタ

ーフェロンで、現在まで引き続いて医薬品として生産されています(6)。

３. 広がってきたヒトモノが貢献する分野

臓器移植については実験動物を対象とした長い研究の歴史があります。しかし、現代のように臓器

移植が実際の医療技術に取り入れられるようになった背景には、異個体から移植された組織片と移植

を受けた宿主の間での不適合性の問題や、その不適合性を回避させる免疫抑制の仕組みの解明、な

らびに免疫抑制剤の開発といった生命医科学研究分野の進歩を待たねばなりませんでした。この分野

の研究の発展は主に実験動物を用いた研究が中心でしたが、結果として発達した移植医療技術の上

にヒトモノが主役として晴れ舞台を迎えるに至ったのです。

・ 開拓は組織培養分野から

もう一つの華々しい開拓は 1950年代に遡ります。 1951年にボルチモアのジョージ・ガイ博士が

癌組織をガラス容器のなかで培養して、そこから生えだしてくる細胞を無制限に増殖させることに世界

で始めて成功しました。 初めてのヒト組織培養細胞株です。 HeLa株と名付けられました。すぐに

HeLa株がポリオウイルスに感受性があることが判明し、ポリオウイルスの感染を迅速に検出できる

ようになりました(7)。

引き続き 1960年代初頭、フィラデルフィアのレナード・ヘイフリック博士と彼の同僚が一連の正常

ヒト組織培養細胞株の最初の成功例を報告しました。これらの細胞株は無制限には増殖せず、高々数

十回の分裂増殖の末に増殖を停止してしまいますが、癌由来の HeLa細胞と異なって正常細胞の

特徴をよく維持していて、増殖の途中で凍結保存することによって長い期間保存できることがわかりま

した。そこで、工業的な使用を念頭において若い段階で大量に凍結保存した細胞のストック（WI-38
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株）が作られました(8,9)。WI-38株によって、安全で効果的なポリオワクチンを工業的に製造するこ

とができるようになり、ここにヒトモノを資源とした製造産業が芽生えたのです。

この 2つの組織培養細胞株が診断基材として、あるいはワクチン製造基材として、製造分野で手

取扱われることによって、そうでなければ世界的に恐ろしい大流行となっていたはずの小児麻痺の抑

制に大きな役割を果たしました。

その後現在にいたるまで、培養されたヒトの組織細胞は、各種ワクチンなどの治療材料や、感染症

ウイルスの検出・定量化装置などのために、日々加工を受け、役割を果たしています。

・ 検査・製造分野の開拓

培養細胞分野からばかりではありません。もう一つの大きな流れは実験動物代替技術の分野から

といっていいかと思います。医薬品、化粧品、食品などの開発・製造過程で安全性や有効性を検査す

るために以前は実験動物が盛んに用いられてきました。 しかし昨今、動物愛護の視点からも、また動

物実験では解決できないさまざまな生理学的な検査のためにも、肝臓、皮膚、腸、血管などのヒトモノ

が直接に、あるいは加工されて主役を果たしつつあります(10)。加工のためには工業的な取扱が求

められ、ここにも産業が芽生えたのです。

・ 基礎生物医学とその応用分野で

医療や製薬の基礎となる科学分野には、生理生化学、薬理学、細胞・分子遺伝学、免疫学、栄養

学、発生・老化の生物学、神経科学などさまざまな分野があります。 1950年代まで、これらの分野

は実験動物を研究の主な対象として築き上げられ、貴重な人体組織や被験者を対象するわずかな比

較実験で人間にも当てはまるとの推定のもとに学問体系が築き上げられてきました。

ところが 1950年代の後半から 1960年代にかけて、前述の組織培養技術によって人体に由来す

る細胞を実験室内で維持したり増殖させたり、さらに凍結保存することもできるようになり、一方で、ヒ

トの生命活動の中核部分にある遺伝子本体の働きが大腸菌のような微生物の遺伝子の働きと基本的

に同じであることが発見され、さらに人間の遺伝子を大腸菌の中で発現させてヒト型の蛋白質を合成

させる、というような遺伝子組換え技術が考案されて、基礎生命医科学分野は爆発な発展期に入りま

した。

結果として、分子標的医薬品といった副作用が少なく、選択性の高い医薬品が次々と開発され、

癌、リュウマチなどの医療も一変しました。 さらに 2003年、ある個人の遺伝子の全配列が決定さ

れてからは、基礎生命医科学は個性の問題も含めて生物としての人間のすべてにせまろうとしていま

す。 この半世紀の学問の展開をここでふりかえることもできませんが、 善意の人々から提供された

ヒトモノは移植医療のためのみならず、以前にも増して発展している人間の生物医学研究やその福祉

応用分野で日々貢献しています。
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４. ヒトモノはどのように提供されている？

・ 通例としての臓器提供

特別の大ニュースでないかぎり、ヒトモノが貢献している現場が新聞やテレビで注目されることは欧

米においてはほとんどないでしょう。 なぜならば、それらはもう日常のことだからです。

臓器提供と移植の登録に携わっている国際機関（ The International Registry in Organ Donation

and Transplantation, IRODaT)によると、多くの欧米諸国では（すべての国ではないにしても）臓器提

供者の数は人口 100万人あたり年間 20人以上で、 2019年の集計ではトップはスペイン（ 49人）、

2位は米国（ 37人）でした(11)。 同年人口 3億 3千万ほどだった米国を例にとれば実に年間 1

万 2千人を超える方々から臓器提供がなされていることになります。

米国での調査によると、提供された臓器・組織のほとんどは移植治療に向けられていますが、 10

％程度は前述のような基礎科学や福祉に関わる産業に向けられています(12)。

・ 特例としての臓器提供

以上の話をまとめると、ヒトモノを対象とした生命医科学分野は主に米国で創始され、その後世界的

に拡大し、現在ではその遺産を受けて日本を含む多くの国々がその発展と福祉分野への応用をめざ

して国際的なキャンペーンに参加している、ともいえるでしょう。とすればこれはありふれた話で、なに

も特別なことはないですね。

では特別なことが日本のどこかにあるのでしょうか？ あります！ それはヒトモノの供給側に目を

向ければ見えてきます。たとえばわが国での臓器提供者の数はこのところ年間 100人前後です。

IRODaT 2019のデータによれば、日本の臓器提供者数は人口 100万人あたり 0.99人で、米国の

1/37の頻度、世界 73 カ国中実に 64位(11)ということです。つまり国内での臓器供給はわが国では

日常というよりも特別なことで、欧米諸国に比べて驚くほど少ないということです。

わが国と先進諸国の間での臓器提供のギャップは今に始まったことではありません。日本臓器移植

ネットワークが活動を開始し、統計数値が開示されるようになった 1997年以来、多少の増加があっ

たとしても、もう 25年間ずっとそうなのです。

・ わが国の臓器移植医療は高嶺の大輪の花

結果として、臓器移植医療を待っている多くの患者さん達があり、移植医療技術が進んだ日本にい

ながら、医療を受けることが叶わずに、結局活動的な社会生活を回復出来なかったり、また命を失うこ

とになるケースがあとを絶ちません。

しかし、臓器移植は提供される臓器があっての医療です。提供される臓器がなければ我慢するしか

方法がないのです。

以前は海外に旅行して、臓器移植を受けることも行われてきたのですが、移植旅行については臓器

売買など問題があるケースも多々含まれるとの指摘があり、国際的に批判の目にさらされ、現在は特

別の理由がある場合以外は禁止されていますからこれも困難です。
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将来の医療技術として再生医療、組織性幹細胞移植技術等が研究されており、一部はすでに実用

化の段階にありますが、心肺、腎、肝の移植等、技術がすでに確立している移植医療の拡大は見通し

が難しい状況です。

・ 医療以外の分野ではどうしている？

では科学者や産業界では、この状況にどのように対処しているのでしょうか。残念ながら日本ではヒ

ト組織の輸入に関する統計データはなく、正確な輸入量は把握できません。統計データが動物由来の

組織と一緒にまとめられているからです(13)。 そこで、わが国で代表的な研究や事業化成功例で、

ヒトモノをどのように入手して使用しているか、調べてみました。

まずわが国が誇る代表的な科学論文として、さきに触れたヒト組織培養細胞から iPS細胞を発見

した論文(3)をしらべてみました。ここでは米国の企業において包皮の皮膚を GMP手順（高度な信

頼性が求められる医薬品製造に対して設定されている手順）で調製した培養細胞を輸入して使用して

いました。

また、さきに紹介したインターフェロン βの製造では、やはり海外から多数の包皮組織を輸入し、

それぞれを培養して多数の種培養をつくり、それぞれを検査して、その中から 1つを選んで大規模

培養し、若い段階で多数の保存容器に分注して凍結保存する方法で GMP製造に適した製造資源

（シードロットシステム）を自分らで作っていました(6ならびに小林茂保,私信)。

さらにまた、ヒト組織細胞の産業化に成功したわが国代表的な事例として知られるジャパン・ティッ

シュ・エンジニアリング社の培養ヒト皮膚組織モデル（ LabCyte EPO-Model ）を発表している論文を

探して調べてみたところ、やはり包皮組織を使用していました（ 14 ）。日本では割礼がほとんど行わ

れていないので、これもおそらく海外からの輸入品でしょう。

以上の 3例は、わが国発でヒトモノが活躍した代表的な例について調べただけですが、すべて海

外から提供を受けたヒトモノを使用していた、という結果になりました。 いずれにせよ、多くの研究者

や企業が海外からヒト組織を輸入していることは確かといっていいでしょう。 臓器移植の場合と異な

って、研究目的ではヒトモノの輸入は禁止されていないので、輸入に頼っているというのが現状といっ

ていいのではないかと思います。

５．わが国におけるヒトモノ供給の仕組み

・ 日本にはヒトモノの公的な供給の仕組みがあるのか？

勿論あります! まず移植用の臓器の取扱いについては日本臓器移植ネットワークが奮闘していま

す(15)。

研究目的の組織・細胞は、理化学研究所の細胞バンク(16)、国立研究開発法人医薬基盤・健康・

栄養研究所の JCRB細胞バンクならびに JCRB ヒト組織バンクなど（ 17 ）が、日本国内の公的な供

給拠点として活動しています。

これらの活動の中には、 iPS細胞の供給のように世界的な役割を果たしているものもあります。
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遺伝疾患研究などの研究目的のために日本で提供を受けたヒト組織や細胞が、国内外に分与され

てきた実績があり、私にも経験があります(18~20)。

しかし研究用のヒトモノの国内供給は、移植用と同様に非常に限られています。 例えば、 JCRB

ヒト組織バンクのリストには、創薬研究に最も必要とされる培養ヒト肝細胞は含まれていません。 私

の知る限り、研究用のヒト組織としてこれら公的な組織バンクが取扱っているのは、同意に基づいて提

供者から摘出された生体組織、臍帯などの外科手術後の廃棄物から取り出されたもの、美容整形手

術で切り取られた皮膚組織、悪性組織の摘出手術によって摘出された組織の周辺についている正常

組織片などで、適切な倫理的取り決めを伴ったものが主体です(21,22)。残念ながら、これらのヒトモ

ノ資源では、研究や産業のための多くの需要を満たすことができていないという現状が先の例にある

ような海外からの調達をもたらしたといえるかと思います。

わが国で調達できない典型的な例を挙げれば、ワクチン生産用のヒト細胞系があります。米国で

は、WI-38株につづいて、その後継資源として同様な特性を持つ IMR-90株が開発されました。英

国においても、類似の特性を持つMRC-5株が開発されています。残念ながらわが国の公的細胞バ

ンクから供給されているヒトモノ資源では、米英で開発されたこれら細胞系統に匹敵する品質の細胞系

を樹立することは難しいでしょう。というのも、これら医薬品生産用のヒトモノ資源は、ウイルス汚染の

可能性が低く、かつ分裂能が大きいごく若い提供者からの組織であって、少なくとも数十個体に由来す

る候補組織からのそれぞれの培養を比較検査し、生産基質として適した培養を抜擢して始めて得られ

るからです。結局わが国では開発されずに現在に至っています。

・公的な供給機関を補う海外からの供給

日本の公的機関を通じてのヒトモノ供給の限界を補っている海外機関がいくつかあります。代表的

なものとしては、標準的な品質のヒト培養細胞株を提供している ATCC （ American Type Culture

Correction,23 ）があります。また米国の代表的なヒト組織提供団体である NDRI （ NPO ）と提携し

て、製薬研究・開発を中心とした研究用・試験用のヒト組織を提供している NPO法人 HAB研究機

構(24)があります。なお、これら海外から提供されるヒトモノは、多少の手数料や輸送費は別として、

提供者の同意のもとに無償で提供されているものです。 他にも、ヒト包皮片や、 GMP管理下で得

られた組織培養細胞などが、海外から商業ルートで輸入されています。

海外からのヒトモノの提供が、いまどれだけ国内の研究や試験を支えてくれている貴重なことである

か、感謝の気持ちとともに、あらためて心してよいことかと思います。国家間で不足を補いつつ、共栄

することが理想の姿である一方で、国内からの供給があって何の不思議もないヒトモノ資源まで、海外

に依存するとすれば、それは単に甘えの姿に過ぎないともいえるでしょう。

いやそうでない、別の理由があるとの議論もあるかもしれません。いずれにせよなんとかしなければ

ならない課題を提供していることは確かでしょう。
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６．問題はどこにある？

・日本人はヒトモノ提供はいやなのか？

移植目的で臓器提供に関する市民の意識調査は度々行われてきています。 研究目的を含めた

意識調査ではありませんが、その限りにおいて意識は決して低くはなく、またさらに高まってきており、

市民に提供の意志が足りないことが臓器等の提供が低調であることの原因ではないことはかねてより

指摘されています（ 25～ 27)。

・法律の仕組みに問題はないのか？

日本の刑法が、組織片を生体から切り出すことについては傷害罪の、また死者から取り出すことに

ついては死体損壊罪の構成要件としていることについては、なにも特別なことではないでしょう。刑法

の規程にかかわらず、移植医療とか死体解剖とかいった特定の場合には、個別的な法律、すなわち臓

器移植法とか死体解剖保存法など、が組織摘出行為の手続きを詳細に記載していて、これらの行為

に刑法は適用されません(28,29)。

刑法の適用除外を明記する個別の法律がなくとも、研究・産業利用のための組織摘出が可能かど

うか、法律ご専門の先生方のなかで議論が続けられています(30 ）。考え方として、全く不可能では

ない、ということのようです。しかし現実の問題として、わが国で研究・産業目的の組織摘出に関して一

定の条件のもとに刑法が適用されないことを明示した法律が制定されていないことは事実です。上記

にあるような公的組織バンクが取扱っている人体組織も刑法における罪刑の構成要件とならないこと

が意識されているといってよいでしょう。

したがって、供給の仕組みに法律の問題はないか、と言われれば、すくなくとも研究目的や産業目

的での取扱いについては、問題はある、というのが回答になるでしょう。 法規制といえば、規制する

のは問題だ。緩和が大切なのだ、という意見もあるでしょう。しかし逆に法律で明記されていなければ

怖くて手も出せない、シッカリと法律で許容される範囲を明示してほしい、という意見もあるでしょう。

・あらたな法規制定の動きはないのか？

近年、臓器売買を伴う移植旅行に対する国際的な批判を受けて、わが国の移植法が改正されまし

た(29,31,32)。 この法改正では、研究用や産業用のヒト組織の需要と供給の不均衡を解消するため

の法的措置はとられませんでした。しかしこれは当たり前といっていいでしょう。臓器移植法は移植に

関わることを規定する法規であり、研究あるいは産業分野での取扱いに関わることについて、臓器移

植法の中で云々することは荷が重すぎることは当然理解できることです。

法規制定が求められるのは医療・研究・産業をふくめた全分野でのヒトモノの取扱いを規定する基

本的な法律（ヒトモノ基本法といっておきましょう）だ、ということになると思いますが、そのような法制化

については私の知る限りいまのところ動きはない、といっていいかと思います。
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・なぜ現代の状況に合わせた法律の制定ができないのか？

ここでもさまざまな意見があるでしょう。できないことの理由をいくつ挙げてもできるようにはなりませ

んから、できることだけれどつい先送りになってしまうという理由を１つだけ挙げてみたいと思います。

それは「ユデガエル」現象といわれる現象です。ゆっくりとした変化に対しては、それが蓄積して取り

返しがつかない事態に至るまで無視されてしまうという現象です（カエルを水槽にいれてだんだん温め

ると、熱湯になるまで飛び出すことなく、死んでしまうそうです）。ユデガエル状態が怖れられている課

題を具体的に挙げるとすれば、地球温暖化、少子化などがふくまれるでしょう。

現在のわが国のヒトモノ供給の仕組みがユデガエル状態にあるとすれば、ほっておくとどうなるでし

ょう。海外でも人体組織は善意による無償提供に基づいていますから、わが国がその好意に甘えるば

かりで一方的に輸入に頼り続けるとすれば、どこかで感情が破裂し、突然国際関係が断絶し、その後

簡単には回復できない、というようなことにもなってもなんの不思議もありません。人体組織の提供は

「求めよ、さらば与えられん」というようなものではないことを肝に銘じておく必要があるでしょう。現状で

海外からのヒトモノの供給が途絶えることとなれば、生命医科学や医薬品産業がいかに大きな損害を

うけることとなるか、十分な調査をしていないので確認はできませんが、すでに現状でもこの分野での

欧米との格差拡大の一因となっているのかもしれません。今後とも海外からの供与を受けることが望

ましいとすれば、すべてを国内でまかなうというような閉鎖的な解決策でなく、互いに必要とするものを

供与しあう、という形を築くことがなによりでしょう。

いずれにせよ、これらのゆっくりした変化に対して、重い腰をあげて対応するのがいかに難しいこと

か。ヒトモノ供給問題もそのような問題であるとすれば、問題の根っこは深く、ただ一つの法律をどうこ

うすれば解決できる、というような問題ではないことを覚悟しなければならない、ということでしょう。

それではどうするか。急がば回れ、要するにじっくり腰を落ち着けて、根っこにある問題を突き止め、

そこから始めるということかと思います。また、遙かに先を走っている欧米諸国でどのように問題に取

り組んできたかを調査分析することも大切でしょう。そのような調査から私が掴んだと思っている糸口

を紹介しようと思いますが、それは第 2部にゆずるとして、ここまでのところで市民として何が出来る

か、次項で検討します。

７．いま市民の１人としてなにができる？

ヒトモノ提供でユデガエルになりかけているのがわが国の現状であるとして、いま市民の 1人とし

てできることはなにか。

ここで私がしていることは貴方の選択肢に入らないかもしれないことは承知で、参考となるかどうか

わかりませんが２つだけ挙げてみましょう。

・第一は臓器提供に関する自分なりの意思表示

臓器提供意志表示の様式が健康保険証の裏面や運転免許証の裏面にあります。 私がしている
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ことは、様式に従ってそのまま記入することではなく、意思表示カードには単に「別紙に記載し、財布中

にあり」と記載しているだけです。あるいは「誰々に預けてある」といった記載も考えられるでしょう。

調査によれば、臓器提供の意志をもっているが意思表示カードに記入していない人が大多数だと聞

いています。臓器提供の意志表示は遺言に匹敵する重要文書ですから、シールで覆うとしても、しょっ

ちゅう人手にわたり、簡単にめくればみれるようなカードに書くことに躊躇するのはもっとものことのよう

に思われます。別紙記載であれば、簡単に人に見られることもないし、考えに変更があればいつでも

書き換えられ、また免許証や保険証などが更新されるごとに書き込む手間が省けると思ったわけで

す。

健康保険証や免許証の裏面にある意思表示文書には、宛先がありません。つまりこの文書は、誰

かに依頼されて書くものではなく、自分自身の宣言文だ、と私は理解しました。宣言文だとすれば、特

に印刷されている様式に従う必要はなく自由に書けばよい、と判断して自由に書いたものを財布のな

かに納めています。

あるいは、臓器提供についてなにか条件を付けることもあってもいいかなと思いました。たとえば研

究目的での臓器提供については現在のところ法律による規定がありませんから、「法律が整備されれ

ば研究目的に提供してもよい」といった条件を付けることも考えられると思いました。

もちろん、自分が示した意向が現行法規が指示する取扱い方と一致しなければ自分の意向通りに

は取扱われないでしょう。それはそれで従順に受け入れることとしました。つまり、研究目的での使用

を認めると書いていて、それが認められず、臓器提供がなされなくとも、勿論法規は遵守します、とい

うことです。

またいま、自由に、と書きましたが、書いたことが他人を傷つけ、あるいは公序良俗に反しないことは

当然のこととして注意しています。

さまざまなケースを想定して、具体的な例文を多数挙げ、それらについて法学者や弁護士さんの意

見を伺うことができれはさらにお役に立つと思いました。法律ご専門の先生方のご協力をいただけれ

ば、ウエブセミナーのときに是非試みさせていただきたいと思います。

一方で、現行法規で実行されるかどうか分からない意思表示をすることに意味があるのか、という疑

問に対しては、私は意思表示しないよりもした方が遙かに有用だと判断しています。

まず、表示した市民 1人の意志と現行法律が規制するところが相反する場合には、その法律の

規制が憲法に違反していないかどうかが問われるはず。そこで法学者や倫理学者に専門的な分析を

していただく材料が提供できる、と考えたわけです。

また現在の臓器移植法では、自分の意思表示がない場合には、家族の意志で臓器提供ができるこ

とになっていますが、家族のなかには疎遠であったり、あるいは自分と意見が違う者もいるかもしれま

せんし、一方で家族ではないけれども家族以上に信頼しているパートナーがいる場合もあるかもしれ

ません。 現行法規では自分が意思表示していない場合には、代わりにということで家族に同意が問

われるということですが、家族からしてみれば、本人が意思表示していなかったことにどんな理由があ

るのか分からないわけですから、代わりにといわれても気が重いことになるでしょう。そういった場合も
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含めて、自分の希望にそった率直な意思表示をしておくことが一番家族にも負担を掛けない選択だと

考えたわけです。勿論、臓器提供はしないとか、あるいはそのことは遺族に任せる、といった意思表示

もあるかもしれないし、それも勿論結構だろう、と思ったわけです。

・第二は選挙のときに候補者にだす質問状

最近はインターネットの普及で、大抵の候補者が質問を受け付けるメイルアドレスや URLを開示

しています。最近、横浜市で市長選挙がありました。今回は臓器提供に関する質問ではなかったので

すが、私は複数の候補者に対して、それぞれのアドレスに個人的に質問状をだしました。

臓器提供、あるいはさらに広く生命倫理、を選挙演説で取り上げる候補者はほとんどいないでしょ

う。 大抵は今日・明日の生活にかかわる経済問題を取り上げていますね。 最近の緊急事態でパンデ

ミックや地球環境に触れる候補者もでてきましたが、ほんの数年前まで、選挙でこれらの中長期的な

課題への対応に触れた候補者がどれほどいたでしょうか。

しかしこれも当然です。市民の多くは、毎日の生活に追われているのだし、議会も目先の経済問題

に大半の時間を費やすことになって不思議はありません。 議員さんとしても、選挙戦で自分が出して

いた公約は大切にするとしても、自分の選挙のときには少しもふれなかった課題について、当選後に

陳情を受けても、どれだけ真剣に考えていただけるでしょうか。

しかし選挙のときは別です。地方自治、国政の別を問わず、候補者が市民の声に一番敏感になると

きです。そこに短期的課題ばかりでなく、長期的課題についての見識を問うチャンスがあると考えまし

た。 わが国と欧米諸国とのヒトモノ取扱いの不均衡について、あるいは広く生命倫理について、どの

ような考えをもっているかを問うだけで候補者は勉強しますから、候補者の育成に役立ち、また回答が

得られれば、自分が候補者を選択する上で役立ちます。

私たちは民主主義社会に生きていていて、問題を法律によって解決する必要があるとすれば、これ

ら議会の議員さんの判断なしには前進できず、その為の議員さんの育成を担うのは結局選挙人であ

る市民だ。 そして、このような長期間にわたる課題については、陳情とかデモといった行動には、効

果があまり期待できない。期待できるのは選挙のときに候補者に出す質問状なのではないか、という

のが私のいまのところの印象なのです。



- 12 -

第二部 夢の実現へ向けて

第一部にあるように、臓器提供意思表示カードに本人の意志に従って自由に記入することと、選挙

に立候補する候補者に質問状を送り、意見を問うて投票の参考にするところまでを市民の責任だとす

れば、ここから先は読まなくてもいいかもしれません。

一方で、もう一歩踏み込んでヒトモノの活躍を支え、また人間がヒトモノの活躍に支えられる未来の

世界はどんな社会だろうか。 候補者に求めるだけでなく自分でも描いてみたい、自分もなんらかの活

動をしたい、とお考えの方の参考として、私なりに調査・分析してきた経過と、今描いている解決の手立

てを紹介しようと思います。

まず欧米諸国ではどのようにしてそれぞれの国における将来像を描いてきたかを参考までにアメリ

カ、イギリスを例として調査し、訪問し、考察してきました。

それらの調査研究から分かったことは、米英においても緩やかに進行する変化に対して先を読んで

法律を整備していくことはなかなかできない、だから事件も起きる、しかしなにか事件が起きたとき、た

だ姑息的に事後処理するだけでなく、その機会に倫理原則にたち戻って改変を加え、改変した倫理原

則を担保するための法律体系を築く、という努力をしてきた、ということです。

そこで、欧米世界がうち立ててきた倫理原則とはどんなものか、その倫理原則と調和しながらもわが

国における諸問題を解決できるわが国なりの倫理原則を打ち出せるか。そしてその倫理原則の実行

性を担保するためにはどのような仕組みが必要か、が設問となります。

私は、日本や海外で関心を共有する仲間と議論しながら、ヒト組織の取扱いに関する倫理原則とそれ

を担保する仕組みの提案を試みてきました（ 33～ 39 ）。 この小論はそのような作業の延長線に

あるものです。

８．生命倫理と法制度の歴史的展開、米国と英国の場合

・ 欧米における生命倫理の中核となる考え方

医療技術や医薬品の安全性は、人間を被験者とした臨床実験や人体から摘出された組織を対象と

した実験なしには保証されない、ということは今日では常識でしょう。

一方で古来からの「危害を加えたり、患者の利益にならない治療は行ってはならない」というヒポクラ

テスの倫理原則も現在まで高く評価されてきています。

この相反する 2つの考え方を調和させるための解決策を見いだすこと、ならびに医師（施術者）は

一般市民より高い倫理性と指導性を担う存在であるとする倫理観（父性主義）の是非が生命倫理の中

核的議論となってきました(40～ 43)。

・ 第 2次大戦中の人体実験から

現在まで欧米でうち立てられた倫理原則の中核にあるのは、第二次世界大戦中に行われた人体実

験を裁く国際法廷で抽出された 10 ｹ条のニュルンベルク綱領（ 1947年, 44 ）であると理解していま
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す。その第 1条にある「自律した個人の同意が不可欠である」という原則（自律性尊重の原則）は、

父性主義からの脱却を象徴するものとして、その後の欧米における倫理的判断において中心的な役

割を果たしています。この原則は、国際医師会によるヘルシンキ宣言(45)に引き継がれ、その後、世

界的に受け入れられてきました。

・ 米国でのタスキギー梅毒無治療実験から

しかし残念なことに、その後も各国でこの原則に沿わない不祥事が発生しています。代表的な例を挙

げれば、 1972年に梅毒を感染させた後に無治療のまま観察する実験が長く実施されていたことが

暴露されました（米国・タスキーギ梅毒研究, 42 ）。

これを受けて米国議会は速やかに国家研究法(1974年)を制定しました(46)。 この法律によって

設置された諮問委員会（ベルモント委員会）が提出した報告書（ 1978年）では、人間を対象とした研

究を行う際に遵守すべき 3つの基本的な倫理原則を提示しました(47)。すなわち、 Respect for

person （人の尊重原則、あるいは自律性尊重原則）、 Beneficence （仁恵原則）、 Justice （正義の原

則）の三原則です。現在の米国の法制度は、この 3つの倫理原則を担保する形で構成されているも

のと理解しています。

ベルモント報告では、タスキギー研究が言語理解能力のない先住民を対象とした人体実験であった

ことに配慮して、ニュルンベルク法典の第 1条（自律性尊重原則）に「自律性を失った者の保護の原

則」を加えて、「人の尊重原則」としたものです。

・ 英国のアルダー・ヘイ病院事件から

もうひとつの大きな事件は、 1990年代後半イギリスで親の同意を得ずに長期間保管されていた

大量の乳幼児標本があることが明らかにされたことに端を発しました。アルダー・ヘイ病院での標本が

著名ですが、ほかにも多数暴露されました(48,49)。

国民の信頼を回復し、このような事件の再発を防止するために、標本のみでなく、ヒトモノを取扱う機

関の承認制度やヒトモノの保管場所の管理制度などが整備され（改正ヒト組織法、英国 2004年）

(50)、あらたにその管理を担当する機関としてヒト組織局（ Human Tissue Authority ）が設立されまし

た。

・法律は倫理原則の実行性を担保するため

これらの動向を見て、倫理原則が明示され、多くの国や国民がそれに賛同したとしても、それだけで

は倫理原則の実行性は保証されないということだと私は理解しました。 違反行為が潜行して積み重ね

られ、ある日突然暴露されて大事件に発展するのです。米国ならびに英国においては、このような破滅

的な成り行きが再び起きないように、事件を後追いする形で倫理原則を吟味し、また法律でその実行

性を担保しようとする作業が進んできて現代に至っているものと理解しています。



- 14 -

９．わが国との対比

・わが国における事件への対応

わが国にもいくつかの事件があり、その度毎に法律が制定あるいは改訂されてきた経緯がありま

す。なかんずく、わが国最初の心臓移植にかかわる疑惑（和田事件）から誕生した臓器の移植に関す

る法律（以下臓器移植法原法）、 海外への移植旅行に対する批判が引き金となった同法の改訂（以

下改正法）を挙げることができるでしょう (29)。

臓器移植法の原法起案当時は、脳死判定が主要な論点となっており、提供される臓器の移植以外

の目的での取扱いについては法規に規定することなく、判断を同法の施行法に委ねる形となっていま

した。施行法では移植以外目的での取扱い禁止が指示されていました。

同法の改正においてはそれまで海外での臓器移植か道のなかった未成年者の心臓移植等につい

て、、未成年者からの臓器提供に関する改正がなされました。しかし、移植以外の目的での取扱につ

いての法規の規定も、また施行令の内容も変更されることはなく、研究・産業を含むヒトモノ全般の取

扱いにわたる記述はありません。

別の法規として死体解剖保存法がありますが、この法規は成立以来長年にわたって改訂されること

なく現在に至っており、当時から想定していた医学領域での研究と教育に関わる取扱いを超えて、現

在のような広範なヒトモノの取扱いを想定した改訂は行われていません。

わが国において第二次大戦中に人体実験が行われたとの証言が多数よせられています。しかしそ

の後の戦争裁判において取り上げられず、結果としてヨーロッパにおける戦争裁判において示された

ニュルンベルク綱領のような裁定基準が示されることはなかったものと理解しています。

一方で、発想や行動の自由が高く評価される科学の分野や、患者と医師との信頼関係が高く評価

される医療の分野では、規制による制限は最小限にとどめるべきであり、この基本的な枠組みから外

れた法律による干渉は慎重に避けなければならないという意見もあります（ 51)。

このような背景にあって、人体組織を取扱う上での倫理原則を確立することと、倫理原則を確保する

ための最小限の法的要件を追求することが専門家のなかでは議論されてはきましたが（ 49. 51～

57)、具体的な綱領、倫理原則あるいは法律の形で議会で検討されることはなく、結果として法規体

制上の欧米との格差となって現在に至ったものではないかと推察しています。

しかし、事件ごとに倫理原則に遡って整合性をはかってきた米・英の進め方に学んで、あらたな事件

を待ち望んでいる訳にもいきません。むしろ、ユデガエルにならないうちに、事件にいたらずとも早急に

手を打たなければならない時期にきている、というのが最近の私の心情です。

以下その心情をもって、市民各位への参考として私の検討経過ならびに倫理原則私案を開示しま

す。
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１０．日本と欧米、それぞれの倫理原則を整合することは可能か？

・「調和性尊重原則」は「自律性尊重原則」と整合できるか？

わが国の市民の多くはすでにニュルンベルグ綱領、ヘルシンキ宣言、ヒポクラテスの医の倫理など

について知識があり、自立性尊重原則、医療における無危害原則など、欧米人とその倫理観を共有し

ているものと理解しています。

相違があるとすれば、我が国民は聖徳太子の１７条憲法の第一条にある「和をもって尊しとなす」と

いう倫理観（以下調和性尊重原則と称します）を強く持っているということではないかと私は思います。

この倫理観がニュルンベルク綱領第一条の「自律性尊重の原則」と相容れないものであるか、整合

性あるものとして尊重できるか、という課題があろうと考えました。

孤立に対して調和が大きな力となることに異存はないでしょう。特に危険に立ち向かうとき、個人個

人で立ち向かうか、互いに協力して危険を分散しながら立ち向かうかでは、結果の相違は一目瞭然で

しょう。

しかし過去において、わが国では調和性尊重原則が自律性尊重原則を踏みにじる形で強調されて

きた経緯があることは皆様御存知のことと思います。家庭内での調和どころか、地域あるいは国家規

模での調和を求めるあまり、国民は挙国一致の戦争体制に有無を言わせずに服従させられ、民族が

その存続の危機に瀕する事態にまで追い詰められたのです。調和性尊重原則には、父性主義の影が

ちらついていることは、容易に推察がつくことでしょう。

しかし一方で、行き過ぎた自律性尊重原則に問題があることも皆様御存知でしょう。自律性を尊重す

ることと引き替えに、リスクを個人に負わせる風潮が横行し、「自己責任」という言葉が跳梁し、個人が

孤立して社会を崩壊に導きかねない危険性がちらつくのです。

そこで国際性があり、かつわが国固有の倫理感を取り入れた形として、自律性を尊重するなかで調

和性尊重原則を生かす工夫が可能かどうかを考えました。私の回答は、「調和性の追求が本人の自

律的な意志によるものであるかぎり、それを尊重する」という形です。以下、「調和性に配慮した自律性

尊重原則」と言っておきましょう。

たとえば「家族の同意があれば私は自分の臓器を提供する意思がありますよ」と意思表示している

人については、その意思を「調和性に配慮した自律的な意志」として尊重するということです。また「自

分が死んだあとの臓器提供については、家族の判断に委せるつもりです」としている場合にも、同様に

尊重するということです。たとえば、臓器提供意思表示カードに「臓器提供の判断には遺族の同意を要

する」といった表示をする場合もその範疇に含まれるでしょう。

一方で、この倫理原則は、「本人の意志表示がない場合にも遺族の同意のよって臓器提供を許容

する」とする現行法規での考え方とは相容れないことにご注意ください。いいかえれば、意思表示カー

ドになんの意思表示もない場合には、家族のみの判断で同意を出すことはできないとするものです。

しかしこのことによって臓器提供が減少すると恐れることはないでしょう。意思表示カードに「家族

(あるいは誰々)に任せる」と一言書けば、あとは家族(あるいは誰々)に同意を求めればいいだけの
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ことであり、臓器提供の意志をいだいている市民は多数あるということなのですから。 むしろ臓器提

供が増加するのではないでしょうか。というのも、現行法規の「本人の意思表示がなくとも家族の意志

のみで－－」という進め方に嫌悪感をいだき、結果として臓器提供そのものへ嫌悪感を抱く市民も少な

くないのではないかと思うからです。

いずれにせよ「調和性に配慮した自律性尊重原則」は自己責任の追及といった風潮を避ける上で大

きな力となり、欧米社会にも敬意をもって受け入れられる倫理原則となるに違いない、というのが私の

考えです。以下のヒトモノ倫理原則提案においても、自律性尊重原則は調和性に配慮したものである

ことを前提とします。

１１．ヒトモノの取扱を含めた拡張倫理五原則の提案

以下、ヒトモノの取扱に関する倫理原則を含めて拡張した倫理原則（省略してヒトモノ倫理五原則）

を提案するにあたっては、事件ごとに生命を取扱う上での倫理原則にたちもどってその改定を行って

きた欧米での取組に深く敬意を表したいと考えます。またそれを怠った結果としてあるとみられるわが

国の現状を打破するために、欧米において確立してきた倫理原則を取り入れる姿勢を貫きます。

ただし、上記１０項にあるようなわが国なりの倫理原則の利点を加味し、さらにヒトモノを取扱う上で

必要とする改訂を加えることによってあらたな原則（ヒトモノ倫理原則）を構築することを目的としていま

す。

したがって、ここで提案するヒトモノ倫理原則は、ヒトモノの取扱いだけのためのものでなく、ベルモン

ト三原則が対象としているすべて取扱いも含めて拡張した倫理原則案であることはいうまでもありませ

ん。

・ 第一原則 自律性の尊重、ヒトとヒトモノの尊重

ベルモント報告では、ニュルンベルク綱領（ 1947年）の第 1条、すなわち自律性尊重の原則に、

自律性の欠けた人間も尊重すべきとの原則が加えられました。 ヒトモノ倫理第一原則こおいてはさら

に、ヒトモノも人間性が付随する対象として尊重されるべきであることを加えることを提案します。

前述したように、人体の組織細胞は、一度体から離れても、提供者の体外で増殖し、多くの機能を発

現する能力を保ち、人間社会に貢献できる存在であることが実証されています。 従って、一旦体外に

出された組織細胞は、 1992年の国連生物多様性条約に記載されている「生物多様性の保全と持

続可能な利用にとって重要な生物多様性の構成要素」に該当するものであると私は理解しています。

(日本の法律「生物多様性基本法 2008 」は、この条約に基づいて制定されています(58 ）。

また第一部ですでに紹介したとおり、体外に取り出された体細胞は多能性幹細胞として働く能力を

潜在していることが知られるに至って、適切な条件のもとで、そこから多くの分化した組織や器官を再

び生成することができることが分かりました。さらに動物実験の結果から、人間の体細胞から人間の体

全体を再生させる可能性さえも示唆されています。このようにして、ヒトの体細胞が尊重すべき人間性
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を備えている一方で、自律性を欠いていることは明らかですので、その存在が倫理性のある枠内にと

どまるように保護、育成、管理する責任は、最終的には自律した個人（あるいはその集団である社会）

にあるとの考えです。

・ 第二原則 仁恵原則のヒトとヒトモノ関係への適用拡大

危険性がないとは言えない人体実験において倫理性を維持するためには、危険性を最小化し、利

益性を最大化する努力をしなければならないというのが「仁恵原則」です。

ここで、移植医療やヒトモノを対象とする研究等での取扱いの多くについて、直接的な利益はヒトモ

ノを受け取る側に、直接的な危険性は提供する側に向けられます。したがって、仁恵原則に則って危

険性を最小化しつつ利益性を最大にするためには、提供者と受領者が社会的な枠組みの中で強固な

パートナーシップを築き、参加者間で危険性を分散する一方で、利益性を共有する仕組みを構築する

ことが不可欠だとの考えです。

・ 第三原則 ヒトモノ取扱いにおける正義の原則

ベルモント報告書における正義の原則は人種差別との決別を求める平等と機会均等を強く意識した

ものでした。わが国での臓器移植法制定にあっては、臓器移植の機会の適性と公平性が正義とされ

ました。全国的な流通システムを確立したのもその成果でした(59)。

ヒトモノの取扱いが、臓器移植や病理解剖に限定されていた時代から、様々な体外処理、生物学医

学の基礎研究、医薬品の製造、検査方法の提供など広範な分野に広がった今、その取扱いに対する

正義はいかにあるべきかという質問に対する回答を与えることが求められます。

それが社会に利益をもたらす倫理性の高いものであれば、どの分野にも貴賤はなく、等しく価値が

あるとの判断から、ヒトモノの立場からみてそれらさまざまな取扱いに対して対等に参画する機会が与

えられることが正義である、との回答を与える提案です。

・ 第四原則 ヒトモノの人間性が保護さるべきとする原則

ヒトモノはヒトに由来し、社会に大きな利益をもたらす一方で、人間の個体を再生産する可能性さえ

潜在する生命体である故に害を与える可能性も秘めています。従って尊重され、大切にされるとともに

その活動にあっては制約を課さなければならない存在です。しかし人間とは異なり、自律性は求められ

せん。それにもかかわらず、これらヒトモノが害を及ぼすことなく社会に貢献し続けるために、その生涯

にわたって保護さるべき権利（被保護権）を与えられた存在であるというのがこの原則です。

第一原則が、ヒトモノに対峙する人間の立場からの原則であるのに対し、第四原則は、ヒトモノその

ものの権利としての被保護権を求めるものです。

ここでは、日本で法制化されているカルタヘナ議定書に基づく遺伝子組換え生物の扱い方(60)を

参考にすることができるでしよう。その取扱いの紹介は省略しますが、簡潔でわかりやすく、遺伝子組

換え実験に携わっている研究者であれば皆さん実行していることですから、決して複雑で面倒なことで

はありません。
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・ 第五原則 ヒトモノの無償性原則

生体から切り離されたヒトモノそのものは、提供者の所有物でも受領者の所有物でもなく、それ自体

が尊厳を持った生命体であって、人間の所有権の対象としては認められないとする原則です。

ただし、人体組織の取扱いに必要な費用や人体組織の加工によって得られる付加価値に対する支

払いは、人体組織の無償性とは別に認められるべきとするものです。

ヒトモノに対する所有権はさまざまに議論されてきており、所有権の対象とした見方も見られます。し

かし、ヒトモノの人間性がますます明らかとなるにつれて、所有権の対象とする見方の将来にさまざま

な困難が見通され、ここでは所有権からの決別を選択しています。

この原則は、ヒトモノをヒトの所有物と見なす現行法律、たとえば英国の人体組織法の考え方とは異

なります。しかし、ヒトモノをヒトの所有物とみなす考え方に見え隠れするむさまざまな矛盾と困難から

見て、いずれはここに提案するようなヒトモノへの所有権の放棄に進まざるを得ない将来がある、との

見方を取っています。実際、ヒトモノへの所有権を放棄したとしても、取扱い上なんら支障はないように

私は感じています。

１２．ヒトモノ倫理 5原則を担保するための仕組み

上記の 5つの倫理原則を確実に担保するためには、少なくとも複数のそれぞれ役割を異にする

働きをする組織機関が必要でしょう。これらの組織機関は政府に属するべきという意味ではありませ

ん。必要な情報を相互に交換して結びついていれば、民間の機関であっても、また同様な働きをする

組織機関が多数あっても構わないでしょう。

・ 情報ならびに交流サービス機関

人体組織の提供者（および提供者のいる病院）、受領者（および受領者のいる研究所・工場）、および

人体組織に関心のあるすべての人々に対し、医療、科学、技術、倫理、社会福祉、産業、およびそれ

らの運営システム全般に関する現況と進歩に関わる情報を収集し、提供する機関です。そのために、

教育セミナーや出版物の手配、ヒト組織に関わる人々の交流会などを行うことも勿論含まれるでしょ

う。

また、既にヒトモノを提供された方々や遺族の方々にその行先と行き先での働きについての具体的

な情報を可能な限り提供し、また逆にヒトモノの提供を受けようとする方々には、現在適用されている

倫理原則やその原則を担保するための法制度に関する情報を提供することも大切でしょう。

さらに、希望者にはセカンドオピニオンを提供したり、提供者や受領者が望む具体的な助言をするこ

とも必要でしょう。

このようなサービス機関を運営するためには、高度な専門知識を持ったボランティアや運営スタッフ

の参加が必要でしょう。ヒトモノの働きによつて恩恵を受けている人々、学問の世界、実業の世界から

の人的経済的支援が期待されます。
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・ 拡張型マッチング機関

このカテゴリーの機関は、臓器のニーズと供給を仲介する現在の臓器調達組織、日本の場合には

日本臓器移植ネットワーク、の拡張形態として脳裏に描くことができるでしょう。拡張されたマッチング

機関では、ヒトモノへのニーズは移植治療のためだけでなく、研究・開発・産業の分野からも寄せら

れ、供給されるヒトモノの形態も、臓器だけでなく、皮膚や腸、リンパ、骨髄などの組織や細胞である場

合もあるでしょう。

マッチングは、綿密に設計されたアルゴリズムにケースバイケースの判断を加味して行われるべき

でしょう。そこでは医療、研究、実業等のヒトモノの働き場所に貴賤はないとする正義の原則が貫か

れ、提供されようとしているヒトモノの特性情報、それを必要としている内容、場所、そして勿論提供者

の意向が尊重さるべきでしょう。迅速な意思決定のためには、多数のマッチング機関が共有する効率

的な電子情報処理の仕組みを築くことが不可欠でしょう、このマッチング・プロセスは、無料で行うこと

が不可欠でしょう。

マッチング機関はいくつあってもよく、また政府機関である必要はないが、相互に情報を共有でき、倫

理的かつ信頼できる方法での運営を保障するためのなんらかの仕組み（法制）が必要となるでしょう。

・ ヒトモノバンク

研究開発や産業利用のための多くのヒトモノ、ならびに凍結保存可能な骨髄細胞などの医療目的の

ヒトモノは、個々の研究所、工場あるいは病院等に提供される前に、一旦バンクに保管されるのが普

通です。 組織バンク、細胞バンク、骨髄バンク等の総称としてヒトモノバンクと仮称しますが、すでにそ

れぞれの形で実在するわけですから、それらがマッチング機関と連携することによって役割を果たすこ

とが期待されます。勿論、移植用の臓器・組織など緊急の取扱いを必要とする場合にはバンクを介在

せず、マッチング機関と病院等との直接の連携が求められることでしょう。 ヒトモノバンクも、マッチン

グ機関と同様に、その品質や信頼性を確保するためになんらかの認可制度が必要となり、従ってその

ための法制が必要となるでしょう。

・ ヒトモノを監視・保護する機関

研究機関、病院、医療・研究・福祉関連企業などの各機関において、ヒトモノの取扱いを監視し、必

要に応じて研究計画や書類の審査、適宜監査を行い、無償性原則の遵守状況や付加価値による経済

的利益の還元状況などを仁恵原則に基づいて監視する機関です。勿論、仁恵活動は自発的な活動で

あることが基本といえるのではないかと思いますので、その利益還元の仕組みについては工夫が必要

でしょう。またこの機関は、ヒトモノが保持している被保護権に対する責任を果たす機関でもあります。

監視と保護活動は組織から独立した適切な外部委員会によって監督されなければならないでしょう。

全てではないにしても、上記で提案したような実行機関の少なくとも一部は、その権限を保証するた

めに公的な認定を受ける必要があるでしょう。さらに、無償での取扱いを保証するために、一部の組織
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機関は国庫や公益的な寄付機関からの資金提供を受けなければならないかもしれません。これらの

組織機関の運営の在り方については、別のところですこし詳しく検討しているので参照いただきたく

(38)。

１３．まとめの言葉

人間には、そこにないもの（あるいはそこにあるかどうかわからないもの）を、あたかもそこにあるか

のように扱う不思議な能力がありますね。神、ゼロ、価値と交換される紙幣、法人という名の人格な

ど、私たちが日常的に何の疑いもなく使っている言葉や概念は、この不思議な能力の産物です。

個人の所有物とされていた（あるいは現在においてもされている）切り離された人体の一部に、多様

な生命界の一員としての立場を与えて取り扱うことが、未来社会の飛躍につながることを期待していま

す。

・ 謝辞

この資料の作成に先立ち、長年にわたつて多数の倫理学・法学・医学・社会学分野の先生方から多

大なご指導を頂戴しました。なかんずく、宇都木伸、栗原智恵子、斉尾武郎、佐藤雄一郎、辰井聡子、

塚田敬義、町野朔、丸山英二、光石忠敬、武藤香織各先生はじめ諸先生には、私が法学・倫理学分

野について全く専門性のない門外漢であるにもかかわらず、研究会を通じて交流の機会を頂戴し、ご

指導いただきましたこと、ならびに雨宮浩、梅田誠、絵野澤伸、深尾立、増井徹各先生など、生命科学

ならびに医学分野の諸先生には、ご指導いただくとともに、お互いに協力させていただく機会を頂戴し

ましたことに深く感謝しております。

・ 付記とお願い

このセミナー資料は、私のいくつかの前報、とくに総説(38)から要点を抜き出す形で作成したもの

です。総説はインターネット上で公開されています。引用文献はこの総説で引用したものほぼすべてを

含め、それらのほとんどがインターネット上で無料で公開されているものです。結果的に学術的な論文

を引用せず、解説資料を引用しているものが多いことを了解ください。

本資料の内容について疑問を抱かれる方や、ご示唆あるいはご意見をいただける方の発言をいた

だければありがたく、また予定しているウェブセミナーで討論課題としてとりあげさせていただくこともで

きれば、と期待しております。

ウエブセミナーに視聴者として、あるいは討論者として参加されたい方、ご意見をお寄せいただける

方は、ヘルス アンド サイエンス クロスロード のコミュニケーションサイト

（ https://hascross.yokohama/contact/）にメールアドレスやメッセージをご記入ください。ウェブミーティ

ングの予定が決まり次第、詳しい情報をお送りしたいと思います。
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